
消化器内科 安井 利光

市立貝塚病院
T E L :  0 7 2 - 4 2 2 - 5 8 6 5

対象者

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイル

スが原因の肝がん・重度

肝硬変と診断され、入院

または通院治療を受けて

おり、世帯年収が約370

万円以下であること。

対象となる医療

肝がんで、レンビマ、

テセントリク+アバスチン

併用療法などの分子標的

薬を用いた化学療法を受

けている方が対象になり

ます。

詳しくは大阪府の担当課へお尋ねください。

【問合せ先】

大阪府健康づくり課

☎ 06-6941-0351（代表）

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変で入院された
場合に、特定の要件を満たせば医療費が月1万円に減額される助成
制度を受けられましたが、令和3年4月より要件が変更されました。
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概 要

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスが原因の

肝がん・重度肝硬変で入院された

場合に、特定の要件を満たせば医

療費が月1万円に減額される助成制

度を受けられましたが、令和3年4

月より要件が変更されました。

対象者

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイル

スが原因の肝がん・重度

肝硬変と診断され、入院

または通院治療を受けて

おり、世帯年収が約370

万円以下であること。

対象となる医療

肝がんで、レンビマ、

テセントリク+アバスチン

併用療法などの分子標的

薬を用いた化学療法を受

けている方が対象になり

ます。

問合せ先

詳しくは大阪府の担当

課へお尋ねください。


